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総 社 市 中 小 企 業

保 証 融 資 制 度 の

ご　　　案　　　内

  総社市中小企業保証融資制度は，市内の中小企

業者の金融難の緩和と経営の合理化のための設備

近代化を促進し，その育成振興を図るため必要な

資金を融資する制度です。

  また，この制度は，岡山県信用保証協会の保証

を付けることにより，金融機関より有利な条件で

融資が受けられる制度です。

総社市 産業部

企業誘致商工振興課

℡ 0866-92-8276
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○ ○

○ ○

○ ○

資金名
小　　　　  口　  　   　資　　　   　金

区分

３．融 資 金 額 　一中小企業　１，０００万円以内

４．融 資 利 率 　年１．５０％

５．保   証   料 　保証協会の定めによる

１．対　　      象 　①　市内に住所を有し，市内で同一の事業を１年以上営み，市税を完納していること

　②　岡山県信用保証協会の保証対象事業を営んでいること　※別紙一覧を参照

　③　不渡り処分により金融機関と取引停止となっていないこと

　④　岡山県信用保証協会に対し代位弁済による債務を負っていないこと

２．資 金 使 途 　運転資金　・　設備資金

９．申し込みに必要
　　な書類

　　提　　　　出　　　　書　　　　類

　◎は必ず添付 　①　信用保証申込書

　○は該当の場合
　②　納税証明
　　　（市民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税等）

６．融 資 期 間 　１０年（据置１年を含む）

７．連帯保証人 　保証協会の定めによる

８．担  　      保 　保証協会又は金融機関の定めによる

　③　前期の決算書，最近の残高試算表及び科目内訳書

　④　その事業に係る決算書及び確定申告書の写し

　⑤　法人登記簿（初めて申し込む場合）

　⑥　申込人世帯全員の住民票（初めて申し込む場合）

　⑦　受注工事明細書(建設業関係）

　⑧　必要資金の見積書等（設備資金の場合）

　⑨　連帯保証人の住民票抄本

　⑩　その他，審査に必要な書類

10．保証料補給金 資金使途が設備資金の場合，保証料の補給を受けることができます。

保証料補給金交付申請書･保証料支払証明書
保証料補給金請求書
設備設置に伴う領収書

提出書類



資金名
特　    　別  　　  小　　    口    　　資  　  　金

区分

１．対　      　象 　①　市内に住所を有し，市内で同一の事業を１年以上営み，市税を完納していること

　⑦　過去１年間の市民税の所得割税額が課税されていること

　⑧　他の融資制度で岡山県信用保証協会の保証を利用していないこと

２．資 金 使 途 　運転資金

３．融 資 金 額 　一中小企業　３００万円以内

　②　岡山県信用保証協会の保証対象事業を営んでいること　※別紙一覧を参照

　③　不渡り処分により金融機関と取引停止となっていないこと

　④　岡山県信用保証協会に対し代位弁済による債務を負っていないこと

　⑤　従業員の数が中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条
       第３項第１号及び第２号に定める人数であること　　※別紙一覧を参照

　⑥　過去に融資を受けた特別小口資金の融資金を完済していること

７．連帯保証人 　不要

８．担        　保 　不要

９．申し込みに必要
　　な書類

　　提　　　　出　　　　書　　　　類 個　人

４．融 資 利 率 　年１．５０％

５．保   証   料 　保証協会の定めによる

６．融 資 期 間 　１０年（据置１年を含む）

10．保証料補給金 保証料補給金交付申請書･保証料支払証明書

　③  前期の決算書，最近の残高試算表及び科目内訳書 ◎

　④　その事業に係る決算書及び確定申告書の写 し ○

　⑤　申込人世帯全員の住民票（初めて申し込む場合） ○

　◎は必ず添付 　①　信用保証申込書 ◎

　○は該当の場合
　②　納税証明
　　　（市民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税等）

◎

保証料補給金請求書
提出書類

　⑥　受注工事明細書(建設業関係）　 ○

　⑦　その他，審査に必要な書類 ○



◎

○

◎ 総社市内の

本店・各支店

○ 岡山県信用保証協会　倉敷支所

◎ 　　倉敷市大島５４－２

　　　℡　０８６－４２５－３１０３

（保証の申込…業務課

　保証相談　 …保証課）

◎

◎

◎

取扱金融機関

中 国 銀 行

審　　査 ト マ ト 銀 行

ご利用の
手続き

申し込み・
相談窓口

申請に基づき保証料補給金を交付
します。

産業部企業誘致商工振興課

℡　０８６６－９２－８２７６

取扱金融機関で借入の手続きを
行ってください。

　※設備の近代化を行うための設備資金及び
　　 特別小口資金の融資を受けた場合

保証料申請

信用保証料を支払後，市へ保証料
補給申請を行ってください。

保証料補給 　　　　　　　市への相談・問い合わせ

岡山県信用保証協会により審査が
行われます。　
事業内容や資金の使途についてお
尋ねすることがありますので，帳簿
などの関係書類をそろえ審査にご
協力ください。

百 十 四 銀 行

吉 備 信 用 金 庫

保証承諾

岡山県信用保証協会の保証が決
定すると，取扱金融機関に信用保
証書が送付されます。

融資実行

申し込み 融資の申し込みは，直接，取扱金融機関
又は岡山県信用保証協会へ行います。

申込書に必要な書類を添えて取扱
金融機関又は直接岡山県信用保
証協会に申し込んでください。


